
浪岡斎園

浪岡城跡公園

浪岡緑道（緑）

西山公園（地）

中新座北公園（街）

中新座南公園（街）

平川児童公園（街）

女鹿沢児童公園（街）

浪岡総合公園（地）

浪岡湿生花園

花岡公園野沢公園

大杉公園（近）

浪岡墓地公園（特）

美人川公園

３・５・６（１２Ｍ）

３
・
３
・
１

（
２
８

Ｍ
）

３・３・１ （２８
Ｍ）

・
４
・
４
（
１
６

Ｍ
）

３

４・３

３・

（１６
Ｍ
）

３
・
５
・
５
（１

５
Ｍ）

３
・
４
・
５
（
１
６

Ｍ
）

（
１
２

Ｍ
）

（
１
１

Ｍ
）（１１Ｍ）

（
１
５

Ｍ
）

（１５
Ｍ）

（
９

Ｍ
）

（
１
６

Ｍ
）

３・６・１７・６
・１

３・５・１

（１２
Ｍ）

３・５・４

３
・
４
・
１

（
１
６

Ｍ
）

（１７
Ｍ）

浪 岡 都 市 計 画 図

変更箇所（計画図①）

変更箇所（計画図②）

総 括 図

doboku006009
折れ線

doboku006009
折れ線

05332
テキストボックス
変更箇所（計画図①）

05332
テキストボックス
変更箇所（計画図②）



Administrator
長方形

Administrator
タイプライターテキスト
凡例

Administrator
タイプライターテキスト
除外範囲

Administrator
長方形

Administrator
線

Administrator
タイプライターテキスト
浪岡都市計画区域

Administrator
テキストボックス
計画図①

Administrator
楕円

Administrator
多角形

Administrator
タイプライターテキスト
Ｎ

Administrator
テキストボックス
青森市浪岡

Administrator
テキストボックス
藤崎町



Administrator
テキストボックス
計画図②

Administrator
長方形

Administrator
タイプライターテキスト
凡例

Administrator
タイプライターテキスト
浪岡都市計画区域

Administrator
タイプライターテキスト
除外範囲

Administrator
長方形

Administrator
線

Administrator
楕円

Administrator
多角形

Administrator
タイプライターテキスト
Ｎ

Administrator
テキストボックス
青森市浪岡

Administrator
テキストボックス
藤崎町



 

 

 

変更理由書 

 

 

 

 

浪岡都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（青森県決定）の変更について 

 

 

 

 浪岡都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、平成 23 年 8 月の定期見直し以降、

約 10 年が経過したところである。 

 今般、藤崎町より都市計画法第 15 条の 2 第 1 項の規定により都市計画の素案の申出が

あり、浪岡都市計画を所管する青森市と協議した結果、異議がなかった事から、このとお

り変更し、浪岡都市計画より藤崎町行政区域を除外するものである。 

 

 


